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平成32年４月に採用を予定している魚津市職員の採用試験を次のとおり実施します。 

 

１ 採用職種区分、採用予定人員及び受験資格 

採用予定職種 

（試 験 区 分） 

採用予定 

人員 
受   験   資   格 

総   

合   

職 

 

上

級 
一般行政 若干名 

次の要件をすべて満たす人 

① 昭和59年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人 

② 平成32年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を 

除く。）を卒業した人若しくは卒業見込みの人 

（注）１．年齢制限理由：任期の定めのない採用で、新規学卒者と併せて同一募集枠での募集の

ため。 

※欠格事項 

次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

⑴ 成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。） 

⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 

⑶ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 受付期間 

区 分 受  付  期  間 

上級 平成31年５月７日（火）～平成31年5月31日（金） 

受付時間…午前８時30分～午後５時15分（土曜日、日曜日及び祝日は除きます。） 

郵送による申込みについても、期間内必着です。 
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魚津市企画総務部総務課 



-2- 

３ 試験の日時・場所及び合格発表、試験の方法 

区  分 日   時 場  所 合格発表 

上 級 

 

第１次 

試 験 

筆記 

試験 

平成31年6月30日(日) 

 

受付  8:30～ 8:55 

 

試験  9:15～15:00 

 

魚津市立西部

中学校 

合否は、書面で通知

します。なお、合格

者については、７月

23日（火）午前10時

頃（予定）市役所前

掲示場及び市ホーム

ページに受験番号を

掲示します。 

第２次 

試 験 

適性 

検査 

平成31年８月５日(月) 

受付  9:00～ 9:30 

適性検査(全ての区分) 

9:40～11:30 

ありそドーム 

研修室 

合否は、書面で通知

します。 

面接 

試験 

平成31年８月下旬 

日時、場所等は、第１次試験合格通知

にあわせて案内します。 

 

⑴  第１次試験［筆記試験］ 

適性検査、作文試験、教養試験を行います。 

① 適性検査（所要時間 約１時間30分） 

職員としての必要な資質、適性について検査を行います。 

② 作文試験（所要時間 １時間） 

文章による表現力､まとめ方などについて試験を行います。（600字程度） 

③ 教養試験（解答時間 ２時間） 択一式40題 

公務員として必要な一般知識及び知能について試験を行います。（社会、人文及び

自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一

般知能） 

⑵ 第２次試験[適性検査] （所要時間 約２時間） 

第１次試験の合格者を対象に適性検査を行います。 

  職員としての必要な資質、適性について検査を行います。 

⑶ 第２次試験[面接試験] 

日時、場所は書面でお知らせします。なお、成績証明書が必要となります。 

 

４ 第１次試験受験にあたっての注意事項 

⑴ 魚津市立西部中学校で行う試験には、受験票（写真を貼ったもの）、ＨＢの鉛筆（５本

以上。適性検査はシャープペンシルの使用不可）、消しゴム、昼食、腕時計、内履き（下

足袋）を必ず持参してください。 

⑵ 試験会場には駐車場がありませんので、車での来場は禁止します。 

 

５ 合格者の決定から採用まで 

⑴ 最終合格者は第１次、第２次試験の結果を総合的に判定し、試験区分ごとに決定します。 

⑵ 最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に登載され、そのうちから任命

試験の方法 
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権者が採用する者を決定します。 

なお、採用候補者名簿の有効期間は、平成32年９月30日です。 

⑶ 採用は、平成32年４月の予定です。ただし、指定の資格を取得できない場合は採用 

されません。 

 

６ 給 与 

区     分 初 任 給 適用給料表 

一般行政 上 級 187,200円 行政職給料表 

ア 初任給は、平成31年４月１日現在のもので、改定があった場合は改定額によります。 

イ 初任給は、経歴その他に応じて上記以外になることがあります。 

ウ 手当として、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの条件に

応じて支給されます。 

 

７ 申込用紙の請求 

⑴ 直接請求の場合は、総務課職員係で交付します。 

⑵ 申込用紙を郵便で請求される場合は、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４サ

イズ）を同封のうえ、封筒の表に「受験申込用紙請求（試験区分）」を朱書して送付してく

ださい。 

⑶ 魚津市ホームページ http://www.city.uozu.toyama.jp/ より必要な様式をダウンロ

ードして使用してください。 

※受験票の作成にあたっては、作成要領をよくお読みください。 

 

８ 受験申込手続 

⑴ 申込書、受験票及び宛先を明記し82円切手を貼った返信用定形封筒（長形３号）を、 

総務課職員係へ提出してください｡ 

⑵ 郵送する場合は申込書等を封筒に入れ、表に｢採用試験申込｣と朱書して送付してくださ

い。 

⑶ 受験票は後日郵送します。試験日の10日前までに受験票が到達しない場合は、総務課職員

係に問い合せてください。 

【記入の注意事項】 

① 受験票の写真は、申込みの際には必要ありません。(試験当日、受験票に貼って持参し

てください。) 

② 「学歴」欄は、最終学歴から高等学校までを順に記入してください｡ 

 

９ 試験結果の開示 

  この採用試験のうち第一次試験の結果については、口頭で次の内容の開示を請求すること

ができます。なお、電話及びはがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人であ

ることを証明する書類（運転免許証、旅券、学生証など写真付きの証明書）を持参のうえ、

魚津市役所企画総務部総務課職員係まで直接おいでください。（受付は、午前８時30分から午
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後５時15分の間で、土曜日、日曜日、祝日は除きます。） 

試  験 開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

魚津市職員採用

第一次試験 

第一次試験の 

不合格者本人 
総合得点及び順位 

第一次試験の 

合否通知日から 

1か月間 

魚津市役所 

総務課 

職員係 

 

10 申込用紙請求・申し込み及び問合せ先 

魚津市役所企画総務部総務課職員係 

〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10-１  Tel(0765)23-1020 

E-Mail soumu@city.uozu.lg.jp 

 

11 試験場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第１次試験会場：「富山地方鉄道 電鉄魚津駅」から徒歩５分 

※第２次試験会場：「あいの風とやま鉄道魚津駅」から徒歩７分 

１次試験 

受験会場 

上級 

２次試験 

受験会場 

 


